
12

軽
自
動
車
税（
バ
イ
ク
や
軽
自
動

車
を
所
有
し
て
い
る
人
に
か
か
る
税

金
）は
、
4
月
1
日
現
在
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

下
表
の
と
お
り
、
既
に
バ
イ
ク
を

所
有
し
て
い
な
い
場
合
は
、
廃
車
や

名
義
変
更
等
の
手
続
を
3
月
末
日
ま

で
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
手
続

を
行
わ
な
い
と
引
き
続
き
軽
自
動
車

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
他
市
区
町
村
へ
転
出
す
る

際
は
、
必
ず
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を

町
役
場
窓
口
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
納
税
通
知
書
は
、
5
月
上

旬
に
発
送
い
た
し
ま
す
。

※
原
動
機
付
自
転
車（
１
２
５
cc
以

下
）の
手
続
き
は
町
役
場
で
行
え
ま

す
が
、
そ
の
他
軽
自
動
車
等
は
次
の

場
所
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

◆
軽
自
動
車
等
の
手
続
き

三
輪
・
四
輪（
６
６
０
cc
以
下
）

軽
自
動
車
検
査
協
会

1（
54
）８
８
２
５

二
輪（
１
２
５
cc
を
超
え
る
も
の
）

湘
南
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

1（
54
）８
９
０
８

縦
覧
期
間
中
は
、
課
税
台
帳
の
写
し
を
所
有
者
の

方
に
無
料
で
交
付
し
ま
す
の
で
窓
口
で
申
し
出
く
だ

さ
い
。

▼
縦
覧
期
間

4
月
1
日（
金
）〜
5
月
31
日（
火
）

※
土
・
日
・
休
日
を
除
く
平
常
執
務
時
間
内

▼
縦
覧
場
所

税
務
課
窓
口

▼
縦
覧
の
で
き
る
方

土
地
ま
た
は
家
屋
の
所
有
者
、
納
税
義
務
者
、
納

税
管
理
人
、
委
任
状
を
有
す
る
代
理
人

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課
　
1
内
線
２
５
５
・
２
５
６

確
定
申
告
、
町
・
県
民
税

の
申
告
期
限
が
近
づ
い
て
き

ま
し
た
。

確
定
申
告
は
税
務
署
で
の

受
付
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

申
告
期
間
中
は
、
簡
易
な
確

定
申
告（
申
告
書
Ａ
）に
つ
い

て
は
、
別
表
の
と
お
り
役
場

で
も
受
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、

住
宅
借
入
金（
取
得
）特
別
控

除
に
係
る
方
は
必
ず
税
務
署

へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

毎
年
、
期
限
間
近
に
な
り

ま
す
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の

で
、
早
め
の
申
告
を
お
勧
め

い
た
し
ま
す
。

※
町
で
手
続
き
で
き
る
申
告

内
容所

得
の
種
類
が
給
与
所
得
、

公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
、

配
当
所
得
及
び
一
時
所
得
の

方
で
、
予
定
納
税
の
な
い
方

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧

■申告相談日程表■ 

※来場者の状況により受付を締め切る場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、お車でのご来場はご遠慮ください。 

相　談　等 備　考 時　間 場　所 月　日 
町職員による 
大磯町役場で 
の申告受付 

3月15日（火）まで 

（土、日曜日は除く） 

役場　4階 

第１会議室 

 9 ：00～12：00 

13：00～16：30

 9 ：00～12：00 

13：00～16：00

国府支所 

2階会議室 
3月3日（木） 国府支所での 

申告受付 

　簡易な確定申告及び町・
県民税申告の受付・相談に
なります。なお、申告書を提
出されるだけの方（相談及
び内容の確認を必要としな
い方）は、8：30～17：00で
受付します。 

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課

1
内
線
２
５
３
・
２
５
４

廃
車
等
の
手
続
は
済
ん
で
ま
す
か
？

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課

1
内
線
２
５
３
・
２
５
４

◇原動機付自転車（125ｃｃ以下）等の手続き◇ 

※標識（ナンバープレート）紛失の場合は、弁償金として200円をいただきます。 

内　　容 手続き場所 必要なもの 

○使用しなくなったとき 
○他人に車を譲るとき 
○町外に転出するとき 

○盗難にあったとき 
○紛失してしまったとき 

・所有者の印鑑 
・交付を受けた標識（ナンバープレート） 
・標識交付証明書 

・所有者の印鑑  
・標識交付証明書 
・警察に届け出をした受理番号、届出日、届出警察署名 

税務課 

（役場１階） 

確
定
申
告
、
町
・
県
民
税
の

申
告
期
限
は
3
月
15
日
で
す
!!

町
は
、
2
月
8
日
に
景
観
法
に
基
づ
く
「
景
観
行

政
団
体
」
に
な
り
ま
し
た
。

景
観
法
は
、
良
好
な
景
観
の
形
成
を
促
進
す
る
た

め
に
、
昨
年
の
12
月
17
日
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
、

政
令
指
定
都
市
及
び
中
核
市
以
外
の
市
町
村
が
景
観

計
画
の
策
定
な
ど
景
観
法
に
基
づ
く
景
観
施
策
を
進

め
る
た
め
に
は
、
県
知
事
の
同
意
を
得
て
景
観
行
政

団
体
と
な
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
後
、
町
民
の
皆
さ
ん
と
協
力
し
、
景
観
計
画
の

策
定
な
ど
景
観
に
関
す
る
様
々
な
施
策
を
行
い
、
大

磯
ら
し
い
風
景
の
保
全
と
創
出
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

ま
ち
づ
く
り
課
　
1
内
線
２
３
９

町
が
景
観
行
政
団
体
に


